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職業紹介手数料 返金規定について 
 
 
返戻金制度に関する事項 
 
採用決定者が入社日から３か月以内に採用決定者の都合に より退職した場合は、以下に従い
紹介手数料を紹介先企業に返還する。​
 
・入社日から３０日以内に退職した場合、紹介手数料の８０% 
・入社日から３０日を超えて９０日以内に退職した場合、紹介手数料の５０% ​
​
※返戻金制度は有料職業紹介契約書により別の定めに変更する場合があります。 


